様式第１号（第７条関係）
湖西市住民参加型移動支援貸出公用車使用許可申請書兼誓約書
　　年　　月　　日

（宛先）湖西市長
申請者　団体名　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　〒
代表者住所                              

代表者氏名　　　　　　　　　　　　   ㊞ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(署名または記名押印)

電話番号                                
窓口来庁者　□団体代表者　□当日運転者　□団体関係者：氏名　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先：　　　　　　　　　　
貸出公用車（トヨタシエンタ）を使用したいので、以下のとおり申請及び誓約します。
	使用日時
	　　 年　　 月　　 日（　　）　　　時　　　分 ～　　　時　　　分

	使用車両
	車種
	トヨタシエンタ
	登録

番号
	浜松５０２　み２４１０

	使用目的

（具体的に）
	

	使用場所

（使用コース）
	

	運転者氏名
	住　所
	生年月日
	当日の連絡先

	
	
	S ・H
年  月  日
	

	
	
	S ・H
年  月  日
	

	
	
	S ・H
年  月  日
	

	乗車人数

(運転手含)
	人
	

	誓　　約
	湖西市住民参加型移動支援に係る公用車の貸出要綱に基づき、誓約事項を遵守の上借り受けます。

	そ の 他
	


	確認事項（市記入）

	· 運転免許証写し

□1年以内無事故

□1年以内無違反

□運転当日75歳未満
	· 移動支援団体である

□サロン・体操実施

□自治会

□社協・地区社協

□その他支援団体

	□同乗者名簿
	· 目的は適当か

	□使用場所が市内
	□　各種保険加入(原則)


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

誓 約 事 項
１　使用条件

(1) 道路交通法等の関係法令を遵守し使用すること。

(2) 公序良俗に反する行為はしないこと。

(3) 使用目的以外で使用しないこと。

(4) 申請書に記載した運転者以外には運転させないこと。

(5) 使用前の始業点検は必ず行い、気がついたことがあれば運転日報に記載し、運行に支障がある場合は使用しないこと。
(6) 使用中は、「湖西市高齢者移動支援実施中」等の表示を外から見える場所に行うこと。
(7) 貸出公用車の貸し出し及び返却については、時間を遵守しその他の使用に支障がないように速やかに行うこと。
(8) 貸出公用車のカギ、運転日報及び車両の受け渡しは健康福祉センターにて行うこと。
(9) 貸出公用車の使用後は、車両の内外をよく確認し、運転日報への記載及び清掃を行うこと。
(10) 貸出公用車の使用にかかる費用は無料とする。
(11) 使用者等は同乗者等から運転に対する対価を徴しないこと。
(12)貸出公用車を運転する者は、1年以内に交通違反および事故がない者で、年齢は75歳未満の者であること。市の実施する運転者向け講習の受講に努めること。
(13)原則、ボランティア活動保険等各種保険加入していること。
２　事故等の対応
(1) 貸出公用車の使用において、万一事故等が発生した時は、交通関係法令上の処置を取るとともに、次に定める事故処理を行うこと。
　 ア 負傷者の救急処置及び救急車の要請
   イ 道路上の障害物の除去及び二次的事故の防止
   ウ 所轄の警察署への通報、貸出場所への通報
   エ 目撃者の確保及び現場状況の記録
   オ 事故相手方の情報（免許証・車検証の内容）の確認
   カ 市長への事故状況の報告(様式第４号および交通事故現場確認書)
(2) 事故等により車両が損傷し、又は第三者に損害を与えた場合、修理に要する費用等は、湖西市が加入している自動車保険で補填されない部分においては、すべて使用者の負担とすること。
【加入自動車保険】対人賠償：無制限、対物賠償：無制限(免責なし)、搭乗者障害：1,000万円
　　　　　　　　　運転者限定：なし、運転者年齢条件：なし　　　※車両保険：有
(3)交通違反等による反則金の支払いは、全て使用者の負担とすること。

(4) 交通事故以外で貸出公用車を毀損し、又は亡失したときは、使用者等の責任において現状に復すこと。
(5) 貸出公用車に積載した荷物等の損害、破損、事故等については、すべて使用者の責任とすること。
(6) その他、事故、紛争などに際しては、湖西市に一切の迷惑及び損害をかけないこと。
(7)上記の事を、貸出公用車に乗車する者全員に周知すること。
